
 

 

令和７年度「放課後児童クラブ」の利用申し込みについて 

  

 

  立山町では、立山中央、利田、立山北部の３小学校区において、放課後児童クラブ（学童保育）を 

実施しており、下記のとおり令和７年度の利用希望者を受け付けます。 

つきましては、添付資料をご確認いただき、加入要件に該当し、利用を希望される方は、申込書等

を提出ください。長期休業日（夏休み・冬休み・春休み）のみ利用される場合も、下記の受付期間に

申し込みが必要です。 

なお、各クラブにおいて受入可能人数を超えた場合は抽選となりますので、ご理解を賜りますよう

お願いいたします。 

記 

 

１．受付期間    令和６年 11月 11日（金）～11月 15日（金）（期限厳守） 

 

２．提 出 先   ①立山子育て支援センター「にじいろ」（立山町蔵本新 387番地 52）  

受付時間 ９：30～16：30 

          ②立山町教育委員会 生涯学習係（立山町役場３階） 

受付時間 ８：30～17：15 

※今年度、学童クラブを利用しておられる方は、各学童クラブに提出してください。 

※小学校では受付をしておりません。 

※オンライン申請（LoGoフォーム）も可能です。 

 上記受付期間に入力・申請を行ってください。 

 

 ３．抽選会について 

    日 程  12月７日（土）午後（予定） 

    場 所  立山町元気交流ステーション「みらいぶ」 

    注意事項  ・抽選会には必ず出席ください。（代理人可） 

         ・欠席された場合は、「申し込みを取り下げられた」とさせていただきます。 

         ・抽選の有無や時間等は受付期間終了後に決定し、郵送でお知らせします。 

         ・抽選により利用が不可となった場合は、民間事業者が運営する放課後児童 

          クラブのご利用をご検討ください。 

（民間クラブ：高原保育園・赤いふうせんメルヘン・赤いふうせんカラフル） 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先 ①立山子育て支援センター 「にじいろ」 

ＴＥＬ（076）463－0622  

②立山町教育委員会 生涯学習係 

   ＴＥＬ（076）462－9982 

立山町 HP 



 

立山町放課後児童クラブの申込・利用について  

 

令和７年度の立山町放課後児童クラブへの利用については、別紙利用申込書及び必要 

書類等を提出下さい。なお、必ず加入要件をご確認の上でお申し込みください。 

 

１．対 象 児 童：加入要件を満たしている小学校児童 

 

２．提 出 書 類 

①放課後児童クラブ利用申込書 

②保護者及び同居家族の就労証明書(枚数不足の場合はコピー願います) 

  病気等の場合は診断書 

③利用事前調査票   

 

３．利用の決定: 令和６年 12月中旬から下旬 

    ①承認・不承認いずれの場合も郵送にてご案内します。 

   ②申込が受入可能人数を超えた場合は、抽選で受入可否を決定します。 

    ③利用決定後の手続の詳細につきましては利用承認書通知時にお知らせいたします。 

 

４．申込・利用にあたってのお願い・留意点 

〇利用申込時に、世帯全員の町税の滞納について調査をいたします。 

世帯全員の方が調査することに同意のうえ申し込みください。 

また、世帯員に町税の滞納がある場合は、放課後児童クラブの利用はできません。 

〇放課後児童クラブ内での怪我・事故への補償は加入する保険の対象となります。 

（加入する保険につきましては利用承認書通知時にお知らせいたします。） 

持病などで集団活動に不安がある場合は、事前にご相談ください。 

〇放課後児童クラブ内での所有物の紛失及び破損等には責任を負いかねます。 

    無くなって困るもの等は持たせないでください。 

〇利用承認を取り消すことがあります。 

 ・利用料の滞納が続いた場合 

   ・利用期間中であっても支援員の指示に従わず児童クラブの運営に支障をきたす場合 

（集団生活の中で規律を守れない、他の児童に迷惑をかけている等） 

〇町の広報やメディア等の写真撮影、取材にご協力をお願いいたします。写真撮影、取

材等に問題がある場合は、事前に支援員へご相談ください。 

   〇就業時間が午後３時までの場合は長期休業中のみの利用となります。 

   〇民間事業所と町立放課後児童クラブの両方の申込は控えてください。 



 

立山町放課後児童クラブの加入要件について 
  

 

立山町放課後児童クラブは、保護者が労働等により昼間家庭にいない児童を対象として、 

放課後帰宅するまでの間、生活・遊びの場を提供することにより、育成支援を行うものです。 

立山町放課後児童クラブでは、保護者や学校と連携を取り合い、お子様が安心して放課後を 

過ごせるよう環境整備につとめています。 

 

 

◎加入要件について 

家庭の状況 

１．昼間保護者のいない家庭の児童であること 

２．近くに児童をみてもらえる祖父母や親戚等がいないこと 

３．納税の義務を怠っていないこと 

 

 

児童の状況 

１．自分で自分の身の回りのことができること 

２．集団生活の中での規律を守れること 

３．他の児童と協調性をもって活動できること 

４．支援員に従って過ごすことができること 

５．専門性が必要な持病や障害がないこと 

 

 

利用の状況 

１．利用の日数が多く、利用の必要性が大きいこと 

２．保護者の休み以外の利用であること  

 

 

つきましては、以上の要件を満たしていない方については、加入をお断りさせていただきます。

また一度加入していただいても、途中で加入の要件に合わない状況が発生した場合には、退会し

ていただくことがあります。 

 



 

立山町放課後児童クラブの概要について 
 

 

１．実施時間  平 日（月～金曜日）               学校終了時～午後 6時 30分 

       土曜日（利田放課後児童クラブ内で合同開催） 午前 7時 30分～午後 6時 30分 

 長期休業期間等（夏・春・冬休み期間）    午前 7時 30分～午後 6時 30分          

   その他、学校行事に合わせて変更することもあります。 

２．実施場所  ◎中央第１（新 1年）・立山中央小学校内 放課後児童クラブ室 ℡463-5061 

◎中央第２（新 2年）・立山中央小学校内 放課後児童クラブ室 ℡463-5061 

◎中央第３（新 3年）・立山中央小学校内 体育館 談話室    ℡463-5061 

◎利田・・・・・・・ 利田小学校内   放課後児童クラブ室 ℡463-1026 

◎利田第２・・・・・ 利田公民館南側  放課後児童クラブ室 ℡463-0073 

◎立山北部・・・・・ 立山北部小学校内 地域交流室     ℡462-2202 

３．休  日 日曜日、祝日、お盆（8月 14日～16日） 

年末年始（12月 29日～1月 3日） 

４．欠  席 病気などで欠席する場合は、必ず保護者が連絡してください。 

５．時間内の外出 一度入室すると、原則出入りはできません。 

６．帰宅方法  お子様の安全のため、保護者等のお迎えを原則とさせていただきます。 

７．保護者会 必要に応じて開催します。 

８．準備品等  着替え（氏名を明記して１組以上を袋に入れてください。） 

       水筒、タオル等（氏名を明記してください。）       

夏休み等、一日開催の場合は、昼食を持って来てください。 

９．主な内容 ①「ただいま」と学校から直接帰ってきます。 

       ② 受付簿に名前と時刻を書きます。 

       ③ ランドセル、持ち物等を決められた場所に置きます。 

       ④ 宿題、好きな遊びや読書をします。 

       ⑤ 片付けをします。 

       ⑥ 保護者が迎えに来られたら、支度をして帰りの時刻を受付簿に書きます。 

       ⑦ 「さようなら」の挨拶をして帰ります。 

10．利 用 料  町への納付金です。 

通 常 利 用・・月額 2,000円（お迎えが午後 6時を過ぎる利用者は 2,500円） 

       長期のみ利用・・夏休み 3,000円、冬休み 1,000円、春休み 1,000円  

11. 会 費 保険料 1,820円（年額）消耗品やおやつ代として月額 3,000円（８月は除く） 

土曜日月額 1,000円、夏休み 10,000円、冬休み・春休み 各 1,000円 

12. 退  会  転居や保護者の退職等で放課後児童クラブを退会するときは必ず届け出てくだ

さい。また、児童の様子が支援の範囲を超えると判断される場合は退会していた

だくことがあります。 

 



 

利 用 事 前 調 査 票 

児童氏名            保護者氏名             

 

 

■利用希望理由についてお答え下さい。 

１． 保護者が働いているため               

２． 保護者が病気療養中、出産の産前産後のため      

３． 家族が病気、障害があるため（介護が必要なため）     

４． その他（理由：                       ） 

 

 

■利用日数についてお答え下さい。 

 １． 週５日利用 

 ２． 週４日利用 

 ３． 週３日利用 

 ４． 週２日利用 

 ５． 週１日利用  

６． 土曜日利用  

   ７． 長期休暇のみ利用 

 

 

  ■利用時間についてお答え下さい。 

１． ～ １８時３０分まで（利用料が増額します。） 

２．  ～ １８時まで 

３． ～ １７時３０分まで 

４． ～ １７時まで  

５． ～ １６時３０分まで 

６． ～ １６時まで 

７． ～ １５時３０分まで 

  

 

■ 祖父母及び親戚等について 

１． 敷地内別居をしている。 

２． 近隣に祖父母及び親戚がいる。 

３． 立山町内に祖父母及び親戚がいる。 

４． 県内に祖父母及び親戚がいる。 

５． 県内にも祖父母及び親戚がいない 


